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資料一覧 

1  第 2 回「企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方」議事概要 ( 案 ) 

。 2  「企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方」報告書骨子 ( 案 ) 
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第 2 回企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方検討会議事概要 ( 案 ) 
  
  
  

  

Ⅰ 日 時 平成 15 年 6 月 11 日 ( フ k)  9:30 ～ 11:30   

  

2  場 所 共用第 6 会議室 
  

  

3  出席者 
( 委員 ) 平野座長、 小出委員、 後藤委員、 柴田委員、 畠中委員、 宮尾委員 
( 行政 )  大石安全衛生部長、 中押計画課長、 西本安全課長、 中林労働衛生 

課長、 寺岡化学物質調査課長、 高橋建設安全対策室長、 高橋環境 改 

書室長、 奈良主任、 小松主任、 浅田主任、 田中調査官、 他オブザーバ 
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0  予測できないこと l ま 防げない。 労働安全衛生法における 後追いの規制というの 
はあ る意味で正しいのではないか。 

0  osHMs は後追いの最低基準の 規制と相まって、 有効であ り、 さらに普及を 進め 
る 必要があ る。 

0  法律で言われている 管理者では数が 足りないので、 企業は多くの 社内安全管理 
者のような形で 活用している 会社が非常に 多いと思われるので、 その方をうまく 使 
うような仕組みを 考えるべきではないかと 考えている。 

0  仕様基準が現在の 科学技術の進歩等の 阻害要因になっているかどうかという 目 

で 見るべきであ る。 現在のように ョ 居常に技術革新が 進んでいる時代でぼ、 おそらく 

性能基準主体で、 仕様基準は性能基準にどんどん 切り替えていく 方向でいくべきで 

あ ろう。 また、 個別規制の在り 方として、 事業者が自ら 作った法規にあ る意味で罰 
則を付与するというような 自主法規に よ る方法もあ る。 これらを組み 合わせて、 個 
制規制の性能基準化と 自主法規方式の 推進を進めていくべきではないか。 

0  個別規制でカバーされていない 非常に広範な 部分について、 欧米の労働安全衛 
空法では、 罰則付きの一般義務条項 ( ジェネラル。 デ ユ ー テイー・クローズ ) があ る 
が 、 日本でこれを 導入するかについては 議論があ ってよいと思う。 

0  ホワイトカラ 一の安全衛生をきちんと 見ていこ う とするのであ れば、 そのリスクの 
要因や項目は 限定することが 難しいので、 むしろ安全衛生管理者が 機能するため 
の 仕組みを考えることが 大事ではないか。 
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0  分社化、 リストラ、 空洞化、 下請、 請負などいま 変化を遂げているので、 建設業に 
倣って元請責任や、 個々の事業場ではなく 親企業責任等の 明確化が必要ではな 
いか。 

0  混在している 労働者に対する 教育、 安全衛生管理体制等は、 派遣業の製造業 
への拡大等、 ョ戸 常に大きな問題になってきている。 

0  製造業はもちろんであ るが、 事務や技術系の 方が、 災害よりもメン 勺レ といった 

色々な問題に 直面しており、 そこにも留意する 必要があ る。 
0  安全衛生管理体制の 課題としづ意味でぼ、 連結決算の形をとるのか、 100% 出 

資の基準を取るのかは 別として、 事業場規模をカウントするに 当たっては親企業と 
一括として取らえる 歯止めをかげなければならないのではないか。 

0  鉱山保安法では、 完全に鉱業権 者であ る親企業に保安責任を 負わせており、 一 
般健康診断やメンタルヘルス 等は一方の当事者であ る下請に責任を 負わせている 

が、 長大ずい道の 掘削等、 労働安全衛生法適用であ るが、 鉱業と同様の 作業形態 
であ る事業についてはその 点も考慮する 必要があ るのではないか。 

0  中国その他の 外国に日本企業が 多く行っているが、 そういうところの 安全衛生に 
8 目配りをする 必要があ るのではないか。 

0  現行の労働安全衛生法では、 事業者が事業場における 労働者の危険又は 健康 
障害を防止するための 措置に関する 総括的な管理をしなけれ ば ならないという 一 

般的な義務づけ 規定がなれ。 そういう意味で、 まず事業者 は ，安全衛生業務を 総 

括 的な管理をしなければならないということが 出発点ではないか。 

4 

(])  マネジメントシステム 導入促進策 
(2) 安全衛生管理の 優良な事業場等に 対するインセンテイブ 措置 ( 法令上要求さ 

れる措置の緩和。 柔軟化等 ) 

0  インセンテイブは、 是非とも必要であ る。 米では、 スター ( 優良事業場の 称号 ) 等 

は 非常に賞賛されており、 定期査察が免除されたり、 模範事業所としてモデル とし 

て 紹介されたり、 地域での研修の 現場に採用され、 それがメリットとなっている。 
0  インセンテイブは、 企業 は 営利企業であ るという原点に 立ち返ると、 優先受注。 補 

助 金等、 経済的なインセンテイブが 必要ではないか。 
0  OSHMS は是非導入すべきであ り、 そのために労働安全衛生法の 中にきちんと 位 

置 づけるべきであ ろう。 
C  長く r 、 c?U 鴨を実効させるために は   定期的な外部監査。 コンサルタント 制度の充 
実等 が必要であ る。 

0  優良な事業場には、 労働安全衛生法のいくつかの 措置については 適用除覚を 
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行うべきではなし へか 。 

0  優良な事業場については、 ホテルの 5 つ 星 制度を参考として、 表彰することは 企 
業 にとって PR の ] つになる。 

0  クリーニンバ 業界等でも事故があ るが、 基本的には非常に 小規模であ り、 そのよ 

うな場合、 業界団体に専門家を 置くといった 方法もあ るのではないか。 
0  企業においては、 守るべき最低基準はきちんとあ って、 その法律を守りながら マ 

ネジメントを 動かしていくべきであ る。 
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1 5 . 7 。 2 

「企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方」報告書骨子 ( 案 ) 

( はじめに ) 

Ⅰ 企業内の安全衛生上の 間 題点 

1 （ 職場環境におけるリスクの 存在 

0  労働災害の減少率の 鈍化とリスクの 存在 

0  作業と労働者の 不適応によって 発生する作業関連疾患等に 係る心理的な 潜在的 
要因等に対するリスクアセスメント 等の必要性の 指摘 

0  職場で使用されている 化学物質等についての 化学物質のリスクに 応じた対応の 
必要性の指摘 

(2) 企業の合併。 分社化等による 影響 

0  近年の社会経済情勢の 変化による合併。 分社等の組織運営に 関する構造的変化 
の 増大、 安全衛生管理体制もこの 変化の影響 

0  合併。 分社化等により、 適用事業場という 安全衛生管理上の 単位が実態に 合わ 

ないのではとの 指摘 

0  合併及 び 分社化にともな う 事業場の安全衛生管理の 実態に関する 調査研究資料 
のまとめ 

(3) 就業形態の変化、 雇用の流動化による 影響   

0  労働分野における 就業形態の多様化、 雇用の流動化等を 可能とする様々な 規制             

た 施設整備等に 関する労働災害を 防止するための 方策等、 それぞれの企業の 体制 
改革に対応として、 施設整備等の 管理権 限を有する者による 下請労働者等も 含め             

  
の 要因に応じた 柔軟な安全衛生対策の 必要   

  
  

(4) 行政の関与の 在り方について   
  

0  行政の人的資源の 効率的な利用の 必要性   

  
  

2  企業のリスク 管理に関する 内外の動向 
  

  

(1) 企業倫理に関する 内外の動向 
  

0  我が国における 企業倫理の実態 
  
  

0  欧米における 企業倫理の取組 
  

  
  
  

(2) 安全衛生分野における 内外の動向   

ア 諸外国の動向 
  

0  国際的にも自律的な 安全衛生の取組の 1 っ であ る労働安全衛生マネジメントシ 

ステム (OSHMS) に関する ILO の動き   
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0  欧米における OSHMS 等の取組 

イ 国内の動向 

0  厚生労働省でも 1 9 9 9 年 3 月労働安全衛生規則を 改正する等、 「労働安全衛 

生 マネジメントシステムに 関する指針」を 労働省告示の 公表とその構築状況 

3  社会経済情勢の 変化に対応する 安全衛生施策 

(1)  労働安全衛生対策上の 課題 

近年の社会経済情勢の 変化等により、 事業者、 労働者を取り 巻く環境も大きく 変 

化しており、 この変化に対応するため、 以下のような 事項を検討すべきであ る。 

ア 重大な災害や 新たな知見に 基づき規定の 見直しを行っているが、 規制の性格上、 

後追い的な側面が 強いため、 事業場内に存在する 全ての危険，有害要因の 対策を 

網羅することはできないのでほないか。 ( 個別規制方式の 問題点 ) 

0  労働安全衛生法の 性格を考えるとあ る程度後追い 的な規制であ ることはやむを 
得ない。 

0  ただし、 危険。 有害要因が存在する 事業場の実態もそれぞれ 異なっている 等の 

現状を考えると、 詳細な規定による 全ての危険。 有害要因に対する 網羅的な規制 
は 現実的には難しい。 このため、 法令で最低基準を 定め、 それを事業者に 遵守さ 

せるという現行の 手法に加え、 安全衛生に関連する 様々な要因の 変化に柔軟に 対 

応できるリスクアセスメントの 手法を核とした 全員参加型の 事業者の自律的な 安 

全 衛生管理体制の 仕組みの導入の 検討を進め、 リスクの合理的かっ 体系的な低減 
を図ることにより、 安全衛生水準の 向上を図るべきであ る。 

イ 安全衛生ノウハウの 継承困難 

0  事業場では、 労働災害防止のノウハウを 蓄積したべテラン 担当者の退職等に 伴 

い、 安全衛生管理のノウハウが 事業場において 十分に継承されないことにより、 

事業場の安全衛生水準の 低下が言われており、 特定の人材によらない 安全衛生 管 

埋め システムの構築が 必要であ る。 

ウ 事業形態の変化による 適用事業場の 単位の問題 

0  現在の労働安全衛生法体系においては、 、 事業場ごとの 労働者数で規制をかけ 

ているが、 本来、 企業としての 安全衛生能力 は 事業場の規模でほなく、 企業の 

規模に基づくものであ り、 少なくとも企業の 責任 は 企業規模で考えるべきであ 

る 。 

0  分社化等、 様々な企業再編が 行われている 状態を考えれば 資本関係が根幹的 

な責任やリスクの 単位になるべきであ り、 連結決算のような 考え方まで拡大し、 

「みなし事業場」のような 考え方を導入を 検討する必要があ る。 
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工 労働者の混在に 対する有効な 安全衛生管理体制の 問題 

その企業において 有効な安全衛生管理体制を 確立するには、 例えば安全衛生委 

員 会において、 構内下請等からも 参加させるような 制度を作ることが 必要であ る。 

オ 所定の目的を 達成するための 措置を講じることを 求める規定 ( 性能基準 ) もあ 

るが、 一部の規定には 要求される措置として 仕様等を具体的に 定めたもの ( 仕様 

基準 ) があ り、 事業者が講じる 措置の自由度が 低 い のではないか。 ( 仕様基準の 

問題 ) 

性能要件的な 規定もあ るが、 ほとんどの規定は 要求される仕様等を 具体的に定め 

た 規定となり、 措置内容の自由度が 低い状況にあ る。 事業者にとって 法令で詳細な 
措置が示されている 現状において、 

0  事業活動やコストメリットを 考え工夫する 余地を拡大する 必要があ る。 

0  詳細な規定は 能力のない事業者の 対応を促す効果があ る反面、 事業者が自ら 

の事業場に合った 安全衛生活動を 考えることなく、 最低基準をクリアすればよ 
いという風潮が 起こりやすい。 

0  規制の制定時期がまだ 科学技術や知見が 発達していない 昔に制定された 毛の 

であ り、 例えば有害化学物質に 対する特殊健康診断のように 高濃度ばく露を 前 

提 とした項目となっていたり、 ひとたび特定化学物質に 追加されると 密閉設備 

又は 局所排気装置。 作業環境測定。 健康診断が一律に 規制される等、 時代や環 
境の変化に必ずしもそぐわない。 

との指摘があ る。 

0  さらに、 性能基準。 仕様基準の考え 方として、 仕様基準が技術革新の 阻害 要 

因 になっているか 否かをチェックすることについても 留意する必要があ る。 

(2) 安全衛生上の 課題等に対応した 新たな安全衛生対策の 在り方 

これまで述べてきた 職場における 安全衛生の問題点等に 留意し 、 このような状況 

下で労働災害を 防止し労働者の 安全と健康を 確保するためには、 法令で最低基準を 

定め、 それを事業者に 遵守させるという 現行の手法に 加え次のような 施策が考えら 

れる。 

ア リスクアセスメントを 基本とした自律的な 安全衛生管理の 導入 

0  労働安全衛生マネ 、 ジメントシステム (OSHM 的に代表される 安全衛生に関連 

する様々な要因の 変化に柔軟に 対応できるリスクアセスメントの 手法を核とし 

た全員参加型の 事業者の自律的な 安全衛生管理体制を 確立する仕組みの 導入を 

拡充し、 リスクの合理的かっ 体系的な低減を 図ることにより、 安全衛生水準の 

向上を指向すべきであ る。 なお、 OSHMS の導入に際しては、 OSHMS の実績の 

評価に配慮すべきであ る。 

0  このような自律的な 安全衛生管理体制を 確立する仕組みを 導入し、 その 仕組 

みが理想的に 展開されること 等により、 ， 
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① 特定の個人に 依存しない安全衛生管理が 可能となるため、 分社等企業の 事業 
形態の変化に 柔軟な対応が 可能 

② 就業形態。 業務の外部化等により 指揮命令系統の 異なる労働者の 混在する 企 

業の体制についても、 リスクアセスメントの 手法を核とする 事業者の自律的な 

安全衛生管理体制を 導入することにより、 それぞれの作業場ごとについての 安 

全衛生管理が 可能となり、 作業場ごとに 一貫性のあ る「場の管理」の 発想、 によ 

る対策を進めることが 可能 

③ リスクアセスメントの 手法を核とした 自律的な安全衛生管理を 行 う ことによ 

り、 既に法令で措置義務として 規定されている 危険な作業内容、 作業場所、 機 

械等が職場のどのような 作業、 場所等に存在するのかを 事業場全体で 把握する 
ことに ょ り、 当該義務規定を 適切に履行することも 可能 

④ 行政の関与の 在り方として、 「民間にできるものは 民間に委ねる」という 基 

本的考え方の 方向性に合致 
等 、 企業内の安全衛生上の 間 題 点をあ る程度解決することが 可能であ ると考え 

られる。 

イ 安全衛生管理体制の 適用単位の検討等 

0  分社化が進展し、 企業規模が小さくなり、 分割前における 安全衛生水準が 低 

下するおそれがあ ることから、 従来の安全衛生水準を 確保するために 実質的な 

適用単位の在り 方を検討することが 必要であ る。 

0  作業現場において、 労働者の混在が 進んでいることから、 混在する労働者の 

安全衛生を確保するために 安全衛生委員会の 構成員の見直し、 混在する場にお 

ける統括的な 安全衛生管理体制の 確保等について 検討することが 必要であ る。 

0  性能要件化の 促進についての 検討 

措置内容の自由度が 低く、 事業者にとって 法令で詳細な 措置が示されている 

現状に対応するため、 性能要件化を 促進することについて 検討することが 必要 

であ る。 

(3)  自律的な安全衛生管理を 促進する施策についての 課題 

0  企業における 自律的な安全衛生管理が 可能な ( 又は可能と認められた ) 事業場 

ほ ついては、 法令の一部適用除覚等の 措置により、 企業の裁量を 容認すべきであ 

る 。 なお、 ここで いう 自律的な安全衛生管理が 可能な ( 又は可能と認められた ) 

事業場とぼ 、 取り組むべき 方策を労使で 決定するための 仕組みがあ り、 専門家に 

よる安全衛生管理を 推進する体制が 整っている等、 OsHMS を適正に構築し 、 運 

崩 している又はこれに 準じる仕組みにより 安全衛生管理が 運用されている 
(OSHMS の認定事業場等 ) ことを 言       

0  自律的な安全衛生管理を 促進するために 次の点に留意する 必要があ る。 

① 自律的な安全衛生管理を 導入した際には、 マンネリ化を 防ぐためのドライビ 

ングフオースとなるようなインセンティブ 措置の導入 
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② 法令で現在規定されている 管理者でなく、 社内のライン 是 等、 実際に安全管 

理に従事している 者の活用が必要であ り、 これらの者の 教育についての 充実 

③ 社内における 内部監査制度やコンサルタント、 産業医等の専門家、 社外の安 
全衛生管理代行機関の 活用等、 実際の安全衛生管理のサイクルが 適切に活用さ 
れているか否かほついての 体制の整備等 

④ ホワイトカラ 一の安全衛生管理の 在り方 

⑤ 安全上のリスクに 比して過重労働やメンタルヘルス 等の衛生上のリスクは、 

現場の労働者が 実感しにくい 場合が多く、 専門家の関与が 重要であ ることから、 

この分野における 自律的な管理を 推進するための 専門家の育成等 ( 欧米では、 
インダストリアルハイジニスト ) 

⑥ 品質や環境のマネジメントシステム 等の導入の経験から、 特に中小企業で 導 

入を推進するために は 、 OSHMS の導入よりむしろその 核となるリスクアセス 

メントに関する 考え方の導入等、 簡素で実効的なシステムの 導入 

0  自社内でこれらの 取組が難しい 中小企業等については、 外部の安全衛生管理代 

行機関等を活用することにより、 裁量的な取組を 認めることができる 等、 中小企 

業 における自律的な 安全衛生管理の 促進についても 留意することが 必要であ る。 

ア OSHMS 導入促進策 ( 社会的評価に 向けて ) 

0  企業に OSHMS 導入の経済的。 社会的なインセンテイブを 付与することの 検討 

が 必要であ る。 

0  OSHMS 導入により社会的な 企業イメージの 向上に繋がるようにするシステム 
の 検討が必要であ る。 

0  安全衛生改善計画の 作成等既存の 法令等の活用した 導入促進策の 検討が必要で 

あ る。 

イ 安全衛生管理の 優良な事業場等に 対するインセンテイブ 措置 

0  安全衛生管理の 優良な事業場等については、 経済的なメリット 等について検討 

する必要があ る。 

0  osHMs が機能していることを 外部機関が確認する 場合にば、 外部機関として 

の 要件を定め、 その質を確保するための 仕組みの検討が 必要であ る。 
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「企業における 就業形態の多様化に 対応した安全衛生管理体制」検討会開催に 係る経費の 

支出について 

1  日 日 寺 平成王 5 年 7 月 2 日 ( 力く ) Ⅰ 0 : 0 0 ～ 1 上 : 4 5 

2  場 所 経済産業省別館工 0 1 4 号 

3  議 題 「企業における 就業形態の多様化に 対応した安全衛生管理体制」 
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参集者あ て 

  1 - 

平成 1 5 年 6 月 日 

厚生労働省労働基準局 

「企業における 就業形態の多様化に 対応した安全衛生管理体制」 

検討会開催について 

拝啓 

益々 御 健勝のこととお 慶び 申し上げます。 労働安全衛生行政の 推進に御協力 

いただき、 お礼申し上げます。 

さて、 このたび、 標記検討会を 下記のとおり 開催することとし、 その中で「 

企業における 就業形態の多様化に 対応した安全衛生管理体制」において、 貴台 

の 御意見等を拝聴いたしたく、 御案内させていただきます。 

つ きましては、 御 多忙中とは存じますが、 万障 お 繰り合わせの 上、 御出席 方 

よろしくお願い 申し上げます。 

敬具 

- 己 

日 工 時 平成 1 5 年 7 月 2 日 ( 水 ) 1 0 : 0 0 ～ 1 1 : 4 5 

2  場 所 経済産業省別館工 0 1 4 号 

3  連絡先 厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課 

電話 0 3--5 2 5 3-- 1 ⅠⅠ 1 ( 内 5 5 5 0) 

0 3 一 3 5 0 2 一 6 7 5 2 ( 夜間直通 ) 

担当 田中、 有賀、 虎澤 



「企業における 就業形態の多様化に 対応した 

安全衛生管理体制」検討会開催について 

  

昭和 4 7 年に労働安全衛生法が 制定され、 以来 30 年同法に基づき 労働災害 

防止対策を展開してきており、 その間労働災害は 半数以下にまで 減少してきて 

いるものの、 近年その減少率は 鈍化している。 さらに、 社会経済情勢の 変化に 

対応し、 労働者の安全と 健康を確保するため、 今後の安全衛生対策の 在り方を 

検討する必要性が 指摘されている。 

また、 企業の分割・ 統合が進展し 人材の流動性が 高まり、 就業形態が多様化 

している申で、 特定の人材の 知識・経験に 依存しない組織的、 体系的な安全衛 

生管理体制を 確立し、 安全衛生対策を 推進する必要性が 高まるとともに、 さら 

  に 、 安全衛生に関する 知識やノウハウを 事業場内において 継承させる必要性も 

指摘されている。 

このような状況下で、 我が国の安全衛生法体系の 今後の在り方を 考えると、 

法令で最低基準を 定め、 それを事業者に 遵守させるという 現行の手法に 加え、 

安全衛生に関連する 様々な要因の 変化に柔軟に 対処できるリスクアセスメント 

の手法を核とする 事業者の自律的な 安全衛生管理体制を 確立する仕組みの 導入 

を 拡充し、 リスクの合理的かっ 体系的な低減を 図ることにより、 安全衛生水準 

を向上させることが 望まれる。 

このため、 今回、 専門家を参集し、 就業形態の多様化等の 社会経済情勢の 変 

化 等に対応した 企業における 安全衛生管理体制に 関する研究を 進めることとし 

たい。 
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